
資料４

平成１９年度「住生活月間」実施要綱（案）

１．目的

この月間は、官民協力の下、広報活動や各種行事などを通じて、国民に住宅、

住環境、住まい方等について考える機会を広く提供し、もって国民の住意識の

向上を図り、豊かな住生活の実現に資することを目的とする。

２．期間

平成１９年１０月１日（月）から１０月３１日（水）まで

３．主催

国土交通省、地方公共団体、住生活月間実行委員会

４．後援（予定）

内閣府、警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、林野庁、経済産業省、

環境省、日本放送協会 （社）日本新聞協会 （社）日本民間放送連盟、 、

５．実施内容

住生活月間中に次に掲げる行事、活動等を積極的に行い、豊かな住生活の実現

に向けて国民の住意識の向上を図ることとする。

（１）中央行事の実施

・住生活月間記念式典

（平成１９年度「住生活月間」及び第１９回「住生活月間中央イベント」

の合同記念式典として実施）

・住生活関係功労者の表彰

・住生活月間中央イベントの実施

・住教育の推進

・シンポジウム、講演会の実施 等

（２）住生活月間実行委員会会員団体による関連行事の実施

各会員団体によるセミナー、シンポジウム等の行事や広報活動の実施

（３）地方における関連行事の実施

地域の特色を生かしたシンポジウム、講演会、住生活フェア等の行事の実施

（４）広報活動の推進

新聞、テレビ、ラジオ等の協力を得るとともに、パンフレット、ポスター、

シンボルマーク等を活用し、国民に住生活月間の趣旨を広報する。



平成１９年度「住生活月間実行
委員会」主催行事（案）

平成１９年６月



住生活月間記念フォーラム

１．趣旨

住生活基本法の制定を踏まえ、「豊かな住生活の実現」に向けて国民各層が積極的に取り組
む気運を醸成するため、関係省庁の協力の下に、住生活月間において、その時々の重点課題を
テーマとした記念フォーラムを開催する。

（１９年度テーマ）

「ストック型社会を拓く超長期住宅の実現 －新たな住生活文化の創造－」（仮題）

（１）基調報告

「基本方針２００７」にも記載された「２００年住宅」の実現に向け、現状を明らかにするとと
もに、国民、事業者（生産、流通、金融等）、関係機関がそれぞれ取り組むべき課題につ
いて検討する意見交換を実施。

４．プログラム

（２）シンポジウム

３．開催時期・会場

１０月３日（水）１３：３０～
「すまい・るホール」（東京都文京区後楽１－４－１０住宅金融支援機構１階）

２．主催

住生活月間実行委員会

ストック重視の住宅政策を巡る最近の動向・課題について報告。



住教育推進フォーラム

１．趣旨

「住生活基本法」において、国・地方公共団体の責務として、住生活の安定向上促進に関する
国民の理解・協力を促す教育活動・広報活動の実施が位置づけられたことを踏まえ、住教育
の効果的な推進を可能とするための環境整備に向けて「住教育推進フォーラム」を開催する。

３．開催時期・会場

４．プログラム

（１）基調講演

東京学芸大学教授小澤紀美子

住教育に関する学校、自治体、企業、ＮＰＯの取り組み事例を紹介。

２．主催

住生活月間実行委員会

住教育推進に向けた課題について、上記報告者及び学識経験者による意見交換を
実施。

（３）シンポジウム

（２）実践事例報告

１０月１８日（木）１３：３０～
「すまい・るホール」（東京都文京区後楽１－４－１０住宅金融支援機構１階）



豊かな住生活の実現に向けた市町村連携交流会議

住生活基本法が目指す「豊かな住生活の実現」に向けて、住民に身近な行政主体である市
町村において関係部局が連携した主体的な取り組みが図れるよう、市町村職員を主な対象と
して、住宅施策と関連施策の効果的な連携に係る実践事例や活用可能な国の施策等を紹介
する連携交流会議を開催する。

１．趣旨

３．開催時期・会場

４．内容

連携に係る課題、効果、取り組み上の工夫等について、上記事例報告した市町村、
学識経験者等による意見交換を実施。

（１）実践事例報告

（３）シンポジウム

（２）活用可能施策の紹介

「住生活安定向上施策連携マニュアル」に掲載される市町村等から連携に係る優良事
例を紹介。

関係省庁から市町村が活用可能な施策を紹介。

２．主催

住生活月間実行委員会

１０月３０日（火）１３：３０～
「すまい・るホール」（東京都文京区後楽１－４－１０住宅金融支援機構１階）


